
 屋外広告物法（以下「法」という。）第７条第４項の規定に基づき除却した屋外広告物等

を，法第８条第１項の規定により保管していますので，法第８条第２項の規定により，京

都市屋外広告物等に関する条例第３９条の２に規定する以下の事項を公告します。 

  平成２６年２月２４日 

京都市長 門川 大作   

 

１ 除却した屋外広告物等 

行政区名 町名 はり札等 広告旗 立て看板等

右京区 太秦青木ケ原町 ― ― 1

太秦青木元町 ― ― 1

太秦馬塚町 ― ― 2

嵯峨大覚寺門前八軒町 ― ― 1

太秦開日町 ― ― 1

太秦北路町 ― ― 1

太秦京ノ道町 ― ― 2

花園伊町 ― ― 1

南区 久世中久世町4 5 ― ―

久世殿城町 3 ― ―

右京区 西院六反田町 ― ― 1

西院西溝崎町 ― ― 1

西院南寿町 ― ― 1

北区 紫野東御所田町 ― ― 1

小山下総町 ― ― 2

紫野西舟岡町 ― ― 1

左京区 岩倉南三宅町 ― ― 1

上京区 柳図子町 ― ― 1

右京区 花園伊町 5 ― 1

太秦北路町 ― ― 1

嵯峨天龍寺若宮町 ― ― 1

平成26年1月16日 平成26年1月16日

平成26年1月8日

除却した日 保管を開始した日
除却した数量設置されていた場所

平成26年1月6日 平成26年1月6日

平成26年1月8日

 



行政区名 町名 はり札等 広告旗 立て看板等

右京区 太秦京ノ道町 ― ― 1

太秦青木元町 ― ― 1

太秦西蜂岡町 ― ― 1

西院東貝川町 ― ― 2

下京区 観喜寺町 ― ― 2

朱雀内畑町 ― ― 1

朱雀裏畑町 ― ― 2

山科区 音羽森廻り町 ― ― 1

西野今屋敷町 ― ― 1

西野阿芸沢町 ― ― 1

厨子奥尾上町 ― ― 1

西野岸ノ下町 ― ― 1

西野八幡田町 ― ― 1

南区 吉祥院観音堂町 1 ― ―

西京区 樫原硲町 2 ― ―

右京区 西院西溝崎町 ― ― 2

下京区 西七条西石ケ坪町 2 ― ―

南区 吉祥院九条町 ― ― 1

伏見区 竹田三ツ杭町 ― ― 2

西京区 大枝沓掛町 ― ― 1

樫原硲町 4 ― ―

下津林前泓町 ― ― 1

北区 北野紅梅町 ― ― 1

紫竹東桃ノ本町 ― ― 2

中京区 大文字町 ― ― 1

下京区 東塩小路町 ― ― 1

平成26年1月17日 平成26年1月17日

除却した日

設置されていた場所 除却した数量

保管を開始した日

平成26年1月16日 平成26年1月16日

平成26年1月20日 平成26年1月20日

平成26年1月24日 平成26年1月24日

平成26年1月27日 平成26年1月27日

 

 



行政区名 町名 はり札等 広告旗 立て看板等

北区 衣笠御所ノ内町 ― ― 1

右京区 宇多野福王子町 ― ― 1

太秦中堤町 1 ― ―

太秦川所町 3 ― ―

太秦百合ケ本町 3 ― ―

伏見区 久我森の宮町 1 2 ―

西京区 大枝東長町 ― ― 1

川島有栖川町 ― ― 2

除却した日

設置されていた場所 除却した数量

保管を開始した日

平成26年1月29日 平成26年1月29日

平成26年1月31日 平成26年1月31日

 

 

２ 保管の場所 

  京都市伏見区竹田中川原町４２番地 

 

３ 連絡先 

  京都市都市計画局屋外広告物適正化推進室 

（都市計画局屋外広告物適正化推進室） 


